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トラブルの多い 

「求人票への虚偽記載」で 

懲役刑を検討 

◆法改正へ向けて秋以降に本格議論  
厚生労働省の有識者検討会が、ハロー

ワークや民間の職業紹介事業者に、労働条

件を偽って求人を出した企業とその幹部に

対する罰則を設けるべきとする報告書をまと

めました。 
この罰則には懲役刑も含むものとされて

おり、また、これまで規制のなかった求人情

報提供事業者（求人雑誌等）についても、労

働条件の明示義務等のルールを定めること

が必要だとされています。 
現在、企業が自社のホームページ等で虚

偽の労働条件を掲載し、直接採用した場合

には罰則（6月以下の懲役または 30万円以
下の罰金）の適用がありますが、ハローワー

ク等に虚偽の求人を出しても罰則はありま

せん（ただし、是正指導が行われることはあ

ります）。 
今秋以降の労働政策審議会で議論され、

職業安定法の改正が行われるようですので、

注目しておきましょう。 
◆トラブルは増加傾向にある 
厚生労働省のまとめによると、ハローワー

クの求人票に関する苦情・相談は、平成 27
年度は 1 万 937 件と、前年度よりは 10％ほ
ど減少しましたが、調査が始まった平成 24
年度の調査開始からみると増加傾向にあり、

内容としては「賃金」「就業時間」「職種・仕

事内容」をめぐるトラブルが多くなっていま

す。 
また、「求人票の内容が実際の労働条件

と異なる」ことを要因とした相談等は 3,926
件（36％）あり、次いで「求人者の説明不足」
が 2,540 件（23％）で、これらで約 6 割を占
めています。 
中には、こうしたトラブルが訴訟に発展す

るケースもあるようです。 
◆求人申込書の記載にあたっての 

注意点  
求人票やハローワークのインターネットサ

イトに掲載される情報のもととなる「求人申

込書」の記載については、別の注意点もあり

ます。全般的な書き方については冊子でまと

められていますが、これとは別にこのほど「固

定残業代の表示」に関するパンフレットが公

表されました。 
求人申込書の賃金欄について 、固定残

業代制を採用する場合は「固定残業代に関

する労働時間数と金額等の計算方法」、

「固定残業代を除外した基本給の額」、「固

定残業時間を超える時間外労働」、「休日

労働および深夜労働分についての割増賃

金を追加で支払うこと」などを明示することが

必要であり、基本給には固定残業代などの

各種手当は含めない等の留意点が記載さ

れています。 
意図せずにブラック企業とのレッテルを貼ら

れることのないよう求人情報の記載には注

意が必要です。 
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